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令和５年度 第３号

つづき区
明推協だより

令和５年度のふりかえり

②都筑区明るい選挙推進協議会会議 (５月17日)
26名の委員による会議で、令和５・６年度役員が決定されたほ

か、前年度事業報告や令和５年度事業計画などについて協議

しました。

また、令和７年度以降の推進員数について、自治会

町内会への推薦依頼数を減らす方向で検討

していくことが承認されました。

③都筑区明るい選挙推進大会 (６月19日)

第一部では、明るい選挙推進協議会会議で協議された内容を

推進員の皆様に共有しました。

第二部では、横浜市選挙管理委員会の廣澤課長が講師

となり、「横浜市の明るい選挙推進協議会の活動に

ついて」と題した研修を行いました。

①選挙時街頭啓発「ザ・イコット」 (４月１日)
４月９日執行の統一地方選挙に向け、センター北・南駅前で通

行人に啓発物品を配布しました。

休日で賑わっていたこともあり、若者や家族連れ、

高齢者の方など、幅広い層の方に投票を呼び掛け

ることができました。

令和５年度は４月に行われた統一地方選挙での啓発をはじめ、 ４年ぶりとなる都筑区民まつりでのブー

ス出展、各地域での小学校出前授業（せんきょフォーラム）など、様々な活動に取り組むことができた一年

となりました。また、各種活動においては委員・推進員の皆様に多くのご協力をいただきました。

令和５年度最終号となる本号では、今年度の主な活動を振り返りたいと思います。

④選挙器材貸出し(随時)

区内の中学校・高等学校で行われる生徒会選挙のため、選挙器材を貸し出しました。

貸出校数：中学校７校、高等学校１校



投票所には、選挙人に同伴する子ども（18歳未満の方）も入場できることを知っていますか？

将来の有権者である子どもたちに、投票所の内部や大人が投票している姿を見せることは、政治を身近に感

じられる大変貴重な機会になります。ぜひ、お子様と一緒に投票所にお出掛けください。

また、子どもと一緒に投票所に入るときは以下のルールをお守りください。

①子どもだけでは入場できません ②投票用紙には選挙人本人が記入し、投票箱へ入れてください。

③大声で話す、走り回るなど、他の方のご迷惑とならないようお気を付けください。

一年間都筑区明るい選挙推進協議会の活動にご協力いただき、誠にありがとうございました。

現職の委員・推進員の皆様の任期は令和７年３月までとなりますので、引き続きよろしくお願いいたしま

す。来年度は予定された選挙はありませんが、今後も様々な活動を行なってまいりますので、積極的なご

協力をお願いいたします。

⑥せんきょフォーラム(随時)
都筑区内の小学校６年生を対象に、選挙に関する出前授業と、

給食のメニューなど身近なテーマを題材にした模擬投票を行

いました。児童のみなさんからも「将来投票に

行ってみたい」という感想を多くいただきました

実施校数：５校 参加児童数(計)：491人

⑤星空のコンサート(８月27日)

都筑区の夏の恒例行事である、星空のコンサートに協賛しま

した。会場での啓発活動に加え、各種ポスターや電車の中吊

り広告にも協議会の名称を掲載していただき、

明推協のPRにつながりました。

⑦都筑区民まつり(11月３日)

都筑区民まつりに参加し、選挙にまつわるクイズを出題する

ブースを出展しました。ブースには約1000人の方にお越しいた

だき、多くの方に「選挙」について考える機会を持っていただく

ことができました。

委員・推進員の皆様へ

今回から、さまざまな選挙制度についてのコラムを連載します。

ぜひご家族・ご友人等にこの内容をお伝えいただき、選挙制度の周知にご協力ください。

せんきょコラム① おとなもこどもも投票にイコット！


	スライド番号 1
	スライド番号 2

